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第１章 研究会再開の経緯 

１．１ 中間報告書以降の整理済み事項 

令和２年４月に長期増分費用モデル研究会を設置し、同年５月にとりまとめた中間

報告書において、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣ1モデルの設計及びこれを用いた接続料コストの

算定方法を整理した。本中間報告書以降に整理された事項は以下のとおりである。 

（１） 固定電話網のＩＰ網への移行 

平成２２年１１月に東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下

「ＮＴＴ東日本・西日本」という。）が「ＰＳＴＮ2マイグレーションについて～概括的展望～」

を公表し、日本電信電話株式会社は、電話サービスのために用いられている公衆交

換電話網（以下「ＰＳＴＮ」という。）の設備（中継交換機・信号交換機）が、２０２５年頃

に維持限界を迎える中で、今後ＰＳＴＮを順次ＩＰ網へ移行しようとする構想を発表した。

この構想では、移行後もメタル回線はアクセス回線として維持し、加入者交換機は、メ

タル回線を収容する装置として引き続き利用することとしている。本構想に基づき、令

和３年１月から令和６年１２月にかけて、固定電話網のＩＰ網への移行に係る接続ルー

ト切替えが順次実施されている。（図１－１及び図１－２） 

 

  

                                         
1 ＬＲＩＣ：Long-Run Incremental Costs の略。 
2 ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone Network の略。 
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図１－１ 固定電話網のＩＰ網への移行スケジュール 

 

 

 

 

図１－２ 固定電話のＩＰ網への移行に伴う疎通経路の変化 
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（２） 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの接続料算定への適用 

情報通信審議会最終答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」

（令和３年９月）を踏まえて行われた令和３年の第一種指定電気通信設備接続料規

則の一部改正により、ＩＰ網への移行期間中（令和４年４月～令和６年１２月）の接続

料算定では、接続ルート切替え前の加入電話発着信に係る負担額と接続ルート切替

え後のメタルＩＰ電話発着信に係る負担額を、ＩＰ網へのトラヒックの移行割合により第

８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでの算定値と第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでの算定値を加重平

均して算定することが規定された。（図１－３） 

 

 

 
 

図１－３ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの接続料算定への適用 

 

 

１．２ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサルサービスコスト算定方

法の検討 

固定電話網のＩＰ網への移行及び第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの接続料算定への適用

を踏まえ、本研究会は、令和４年度（会計年度）以降のユニバーサルサービス交付金

制度に基づく補填額の算定を見据え、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサル

サービスコスト算定方法について検討を行うため、令和４年５月に検討を再開するこ

ととした。 



 

4 

 

第２章 研究会における検討事項等 

第１章で述べた研究会再開の経緯を踏まえ、ＩＰ網への移行後を見据えつつ、令和

４年度以降の第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサルサービスコスト算定方法

の検討を行う。 

 

２．１ ユニバーサルサービスコスト算定方法に関する検討事項等 

電気通信事業分野におけるユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠である

ため、あまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信サービスのことをい

い、現在、加入電話（加入電話相当の光ＩＰ電話及びワイヤレス固定電話を含む。）、

第一種公衆電話、災害時用公衆電話及び緊急通報（１１０番・１１８番・１１９番）がこ

れに該当する。このうち、加入電話アクセス回線、緊急通報及び第一種公衆電話が、

ユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填対象とされている。 

 

その補填額は、ＬＲＩＣモデルにより算定されたコストに基づき算定され、令和元年

度から令和３年度までの期間（会計年度）は、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルが適用さ

れることとなっている。本モデルを用いた令和３年度認可分のユニバーサルサービス

交付金制度に基づく補填額は、ＮＴＴ東日本・西日本の合計で、６７．８億円であった。

このうち、加入電話基本料に係るものが２７．５億円、第一種公衆電話の市内通信に

係るものが３９．７億円、緊急通報に係るものが０．５億円、第一種公衆電話の離島特

例通信に係るものが０．０５億円であった。（表２－１） 

 

 

表２－１ 令和３年度認可分のユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填額 

 

 

 

 

令和４年度（会計年度）以降のユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填額
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の算定を見据え、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサルサービスコスト算定

方法について、以下に示す４項目について検討する必要がある。 

 

また、本研究会での検討結果については、情報通信審議会における検討及びその

後の制度整備を進め、令和４年度（会計年度）以降のユニバーサルサービス交付金

制度の運用に反映する予定である。 

 

１） 加入電話アクセス回線の取扱い 

ＩＰ網への移行期間中の接続料算定では、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの適用に当たり、

メタル回線を光回線に置き換えること（以下「光みなし」という。）を行わず、実際に設

置されている回線種別に基づきモデルを適用することとしている。こうした点を踏まえ、

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによるユニバーサルサービスコスト算定方法について、まず

は、「光みなし」を行わない場合の検討を進めることとする。 

 

また、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いた、加入電話アクセス回線に係るユニバーサ

ルサービス交付金制度に基づく補填額算定のため、同モデルで基本料原価とする設

備範囲を確認し、１回線当たりコストを算定できるようにする必要がある。その際、第

９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで基本料原価となる設備について、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデ

ルでの設備区分（端末系伝送路設備、ＳＬＩＣ3、き線点ＲＴ（以下「ＦＲＴ4」という。）－Ｇ

Ｃ5間伝送路等）との対応関係から、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル適用時と同様の考え

方をとる場合に、ＮＴＴ東日本・西日本別（以下「東西別」という。）平均コストとする設

備範囲及び局舎別コストとする設備範囲を整理する必要がある。 

 

２） 光ＩＰ補正時のモデル入力回線数 

現在、加入電話アクセス回線のユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填額

の算定では、加入電話から光ＩＰ電話へ移行した回線数を現に設置されている加入電

話回線数に加算する、補填額算定上の補正（以下「光ＩＰ補正」という。）を行っている。 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、加入電話回線数に加えて、新たに光ＩＰ電話回線数

をモデルの回線需要として扱うこととしている。 

 

                                         
3 ＳＬＩＣ：Subscriber Line Interface Circuit の略。アナログメタル回線を加入者交換機等に収容す

る機能をもつ。 
4 ＦＲＴ：Feeder Remote Terminal の略。 
5 GC:Group Unit Center の略。加入者交換機。 
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光ＩＰ補正を行い加入電話アクセス回線に係る補填額算定を行う際に第９次ＩＰ－Ｌ

ＲＩＣモデルを用いる場合、同補正の考え方を踏まえれば、モデルへの入力値につい

て、加入電話回線数の補正と同時に、光ＩＰ電話回線数も補正を行う必要がある。 

 

３） 緊急通報回線の算定方法 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いた、緊急通報に係るユニバーサルサービス交付金

制度に基づく補填額算定のため、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで、専用線接続方式及びＩ

ＳＤＮ6方式による緊急通報回線コストを算定できるようにする必要がある。 

 

また、現在、緊急通報回線の提供方式について、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式

から光ＩＰ接続方式への移行が進められていることを踏まえれば、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモ

デルで、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式に加えて、光ＩＰ接続方式による緊急通報回

線コストを算定できるようにする必要がある。 

 

なお、本検討は、光ＩＰ接続方式による緊急通報回線の提供形態等についてのＮＴ

Ｔ東日本・西日本からのヒアリング結果も踏まえ進める。 

 

４） 公衆電話に係る市内通信コストの算定方法 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いた、公衆電話に係るユニバーサルサービス交付金

制度に基づく補填額算定のため、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで、第一種公衆電話に係る

市内通話に要するコスト（端末コスト、加入者回線等コスト、通信コスト）を算定できる

ようにする必要がある。 

 

なお、本検討は、ＩＰ網への移行前後の第一種公衆電話の疎通経路等についての

ＮＴＴ東日本・西日本からのヒアリング結果も踏まえ進めるものとする。 

 

２．２ 検討体制 

本研究会は、令和４年度（会計年度）以降の第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニ

バーサルサービスコスト算定方法について、詳細な検討を行うため、令和４年５月、

本研究会の下に「モデル検討ワーキンググループ」（以下「ＷＧ」という。）を再設置し

た 7。 

                                         
6 ＩＳＤＮ：Integrated Services Digital Network の略。 
7 本検討における研究会及びＷＧの構成員は、参考資料２及び参考資料３のとおり。 
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本研究会は、令和４年３月から同年●月まで、計●回の会合を開催し、ＷＧは、令

和４年５月から同年８月まで、計４回の会合を開催した 8。（図２－１） 

 

 

 
 

図２－１ 研究会の開催状況等 

                                         
8 研究会及びＷＧの開催状況は、参考資料４及び参考資料５のとおり。 
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第３章 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサルサービスコ

スト算定方法 

３．１ 加入電話アクセス回線の取扱い及びコスト算定方法等 

３．１．１ 加入電話アクセス回線の取扱い 

ＩＰ網への移行前後で、実際のネットワーク（以下「実網」という。）の加入電話アクセ

ス回線の設備構成に変更はない。他方、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデルと比べ、収容局の区分（加入者交換機設置局や遠隔収容装置設置局

等の区分）をなくし、全ての収容局に加入者回線収容装置を設置することとしている

（「光みなし」を行わない場合）ため、自ずと第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとの間で、基

本料原価とするモデル上の設備範囲に変更が生じる。 

 

また、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルは、収容局単位の経済比較により、「光みなし」が可

能なロジックを具備している。 

 

＜加入者回線コスト＞ 

加入者回線の部分について、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルと第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデ

ルを比較すると、同じ設備構成となっている。 

 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、メタルケーブル・加入系光ケーブルの伝

送路設備、電柱・管路等の地下設備、ＭＤＦ・ＣＴＦ9の加入者側が加入者回線コストの

対象とされている。これらの設備コストは、同等の設備により提供されるドライカッパ

の接続料が東西別に設定されていることとの整合の観点から、東西別に平均化して

算定している。 

 

したがって、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても、引き続き、メタルケーブル・加入系

光ケーブルの伝送路設備、電柱・管路等の地下設備、ＭＤＦ・ＣＴＦの加入者側を加入

者回線コストの対象とすることが適当である。 

 

また、これらの設備コストも、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル同様、同等の設備により

提供されるドライカッパの接続料との整合の観点から、東西別に平均化して算定する

                                         
9 ＭＤＦ：Main Distribution Frame の略。ＣＴＦ：Cable Terminating Frame の略。ともに局内ケーブ

ルを収容するための配線盤。 
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ことが適当である。 

 

＜ＳＬＩＣ等コスト①（加入者回線収容装置）＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、加入者交換機及び遠隔収容装置につい

て、アナログ・デジタル回線共通部及びＳＬＩＣがＳＬＩＣ等コストの対象とされている。 

 

他方、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、加入者交換機及び遠隔収容装置の代わりに、

全ての収容局に加入者回線収容装置が設置される。その機能に着目すれば、同モ

デルにおいては、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのアナログ・デジタル回線共通部及び

ＳＬＩＣに相当する設備として、加入者回線収容装置のアナログカード（同設備に対応

するソフトウェアを含む。）をＳＬＩＣ等コストの対象とすることが適当である。（表３－１） 

 

 

表３－１ ＳＬＩＣ等コスト①（加入者回線収容装置） 

 

 

 

 

＜ＳＬＩＣ等コスト②（き線点遠隔収容装置）＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、ＦＲＴについて、アナログ・デジタル回線共

通部、ＳＬＩＣ及びユニットがＳＬＩＣ等コストの対象とされている。 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても、同じ装置が使用されることから、引き続き、ＦＲ

Ｔのアナログ・デジタル回線共通部、ＳＬＩＣ及びユニットをＳＬＩＣ等コストの対象とする

ことが適当である。（表３－２） 
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表３－２ ＳＬＩＣ等コスト②（き線点遠隔収容装置） 

 

 

 

 

＜ＳＬＩＣ等コスト③（ＭＤＦ・ＣＴＦ）＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、ＭＤＦ・ＣＴＦの収容局側がＳＬＩＣ等コスト

の対象とされている。また、ＬＸＭ10がＳＬＩＣ等コストの対象とされている。 

 

ＭＤＦ・ＣＴＦについては、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても同じ装置が使用される

ことから、引き続き、ＭＤＦ・ＣＴＦの収容局側をＳＬＩＣ等コストの対象とすることが適当

である。 

 

一方、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、ＬＸＭは存在しない。したがって、第９次ＩＰ－Ｌ

ＲＩＣモデルにおいては、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのＬＸＭに相当する設備として、

ＳＬＩＣ等コストの対象とすべき設備は存在しないものとして取り扱うことが適当である。 

 

＜ＳＬＩＣ等コスト④（算定単位）＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、ＳＬＩＣ等コストは、局舎別に平均化して算

定している。 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても、引き続き、ＳＬＩＣ等コストは、局舎別に平均化

して算定することが適当である。 

 

＜ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、ＲＴ11－ＧＣ間伝送路のうち、ＦＲＴ由来の

設備（中継系光ケーブル、中継系管路、リピータ等）がＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト 12の

対象とされている。 

                                         
10 ＬＸＭ：Subscriber Line Cross Connect Module の略。光ファイバにより伝送される通信を複数の

交換機に振り分ける機能をもつ。 
11 ＲＴ：Remote Terminal の略。 
12 当分の間、ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの一部は（補填の対象ではなく）接続料原価に算入するこ

ととされている。 
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他方で、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、加入者回線を収容する局は、ＧＣ局・ＲＴ局

としてではなく、一律に収容局として設置され、ＲＴ－ＧＣ間伝送路は存在しない。した

がって、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいては、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのＲＴｰＧＣ

間伝送路のうちＦＲＴ由来の設備に相当する設備として、ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの

対象とすべき設備は存在しないものとして取り扱うことが適当である（表３－３）。 

 

 

表３－３ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで基本料原価とする設備範囲概略：一覧表 
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図３－１ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで基本料原価とする設備範囲概略：設備構成図 13 

 

 

３．１．２ 光ＩＰ補正時のモデル入力回線数 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいて、光ＩＰ電話に関する入力値としては、光ＩＰ電話等

契約回線数及び光ＩＰ電話チャネル数がある。これらの入力値について、光ＩＰ補正に

伴い、次のとおり補正を行うことと整理することが適当である。（表３－４） 

 

 

表３－４ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル光のＩＰ補正時のモデル入力回線数 

 

 

 

 

                                         
13 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、ＦＲＴからの光回線が加入者回線収容装置に直接収容はされ

ず、ＦＲＴで光集約された回線を、メタル回線のまま収容するとみなして設備量やコストを算定す

る。 
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光ＩＰ補正は、平成１８年４月１日以降の光ＩＰ電話 14の番号数の増加分を、加入電

話から光ＩＰ電話への移行回線数とみなし、これを各局舎の加入電話回線数の純減

数に応じて配賦して加算することにより、加入電話回線数の補正を行うものである。 

 

上記のとおり、光ＩＰ補正による加入電話回線数への加算回線数が、ＮＴＴ東日本・

西日本のひかり電話回線数の増加分に限らないことを踏まえると、光ＩＰ補正に伴い、

光ＩＰ補正による加入電話回線数への加算回線数を、光ＩＰ電話等契約回線数及び光Ｉ

Ｐ電話チャネル数からそのまま控除することは適当ではない。 

 

光ＩＰ補正が、平成１８年４月１日以降に光ＩＰ電話に移行した回線数を加入電話回

線数に加算する補正であることを踏まえると、光ＩＰ補正に伴い、光ＩＰ電話等契約回

線数の「データ＋電話契約回線数」並びに光ＩＰ電話チャネル数の「チャネル数」及び

「オフィス用チャネル数」を平成１７年度末時点の数値とすることが考えられる。 

 

この点、ＮＴＴ東日本・西日本から、上記数値の各総数（以下「所要の総数」という。）

は把握可能である一方で、局舎別の各数値（以下「所要の局舎別数」という。）は把握

困難であることが提起された。そのため、ＮＴＴ東日本・西日本からは平成１７年度末

のフレッツ光の局舎別契約回線数を用いて、所要の総数を局舎別に按分することで、

所要の局舎別数を推定する方法が提案された。本提案は、現時点において把握可能

な実データに基づく推定方法であることに鑑みれば、適当であるといえる。 

 

 

３．２ 緊急通報のコスト算定方法 

現在、緊急通報については、加入電話発及び第一種公衆電話発の通報に係る、

収容局と緊急通報受理機関（警察機関・海上保安機関・消防機関）との間の回線コス

トを補填対象としている。（表３－５及び図３－２） 

 

このうち、加入電話発の緊急通報については、収容局ごとの加入者回線等コストを

算定し、高コスト地域（上位４．９％）を特定した上で、当該地域分の上記回線コストを

補填額として算定している。 

 

また、第一種公衆電話発の緊急通報については、高コスト地域の特定を行わず、

収入費用方式（費用と収益の差額を補填対象額とする方式。ただし、緊急通報の収

益はない。）により補填額を算定している。 

                                         
14 ＮＴＴ東日本・西日本のひかり電話に限らない。 
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表３－５ 第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおける緊急通報接続方式 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおける緊急通報接続方式 

 

 

ＮＴＴ東日本・西日本が現在提供している専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式による緊

急通報回線は、ＩＰ網への移行後も引き続き提供される。 

 

また、ＮＴＴ東日本・西日本は、現在、電話網のＩＰ化の進展に合わせて、緊急通報

回線の提供方式について、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式から光ＩＰ接続方式への

移行を進めている。これにより、既に一部の緊急通報受理機関に対しては、光ＩＰ接続

方式により緊急通報回線が提供されている。 

 

他方、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式による緊

急通報回線コストのみが算定可能となっており、光ＩＰ接続方式による緊急通報回線

コストの算定は行えない。 

 

上記を踏まえれば、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる緊急通報に係る補填額算定の

ため、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいて、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式による緊急

通報回線コストを算定できるようにする必要がある。 

 

また、現在、緊急通報回線の提供方式について、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式
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から光ＩＰ接続方式への移行が進められていることを踏まえれば、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモ

デルで、専用線接続方式及びＩＳＤＮ方式に加えて、光ＩＰ接続方式による緊急通報回

線コストを算定できるようにする必要がある。 

 

なお、光ＩＰ接続方式による緊急通報回線の提供形態等については、ＮＴＴ東日本・

西日本からのヒアリング結果も踏まえ検討を行った。 

 

＜専用線接続方式＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、専用線接続方式を用いる警察・消防受付台収

容局とＦＰＴ15設置収容局の実際の組合せ、警察・消防受付台収容局ごとの専用線数

の実績値が入力値として与えられる。これらの入力値を用いて、ＦＰＴ設置局から警

察・消防受付台収容局までの距離に応じた専用線の回線当たり単価に専用線数を乗

ずることにより、補填対象とする専用線コストを算定している。 

 

ただし、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、実際のＦＰＴ設置収容局がモデル上で加

入者交換機非設置局（遠隔収容装置設置局）となる場合には、モデル上でその上位

に位置する加入者交換機設置局がモデル上でのＦＰＴ設置収容局となる。 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでも、専用線接続方式を用いる警察・消防受付台収容局と

ＦＰＴ設置収容局の実際の組合せ、警察・消防受付台収容局ごとの専用線数の実績

値が入力値として与えられる。また、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、全ての収容局に

加入者回線収容装置を設置することとされており、入力値で与えられるＦＰＴ設置局

が、モデル上でもそのままＦＰＴ設置局となる。 

  

したがって、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいては、ＦＰＴ設置局から警察・消防受付

台収容局までの距離に応じた専用線の回線当たり単価に専用線数を乗ずることによ

り、補填対象とする専用線コストを算定することが適当である。（図３－３） 

 

 

                                         
15ＦＰＴ：Fire Police Trunk の略。１１０番・１１９番の呼を受けた際に受付台収容局に伝送するため

に交換機に設けられた特殊トランク。 
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図３－３ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける緊急通報専用線接続方式 

 

 

＜ＩＳＤＮ接続方式＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、都道府県別のＩＳＤＮ接続方式の実績回線数が

入力値として与えられ、モデルにより算定された加入者回線単価、ＯＣＵ16単価（東西

別に平均化したもの）、及びＮＴＳ単価（ＳＬＩＣを除く。）（都道府県別に平均化したもの）

に、ＩＳＤＮ接続回線数を乗ずることにより、補填対象とするＩＳＤＮ回線コストを算定し

ている。 

 

入力値については、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでも、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル同

様、都道府県別のＩＳＤＮ接続方式の実績回線数を与えることが適当である。 

 

また、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、加入者交換機及び遠隔収容装置の代わりに

全ての収容局に加入者回線収容装置が設置される。同モデルにおいては、第８次Ｐ

ＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのＯＣＵ及びＮＴＳ（ＳＬＩＣを除く。）に相当する設備として、ＩＳＤＮ６

４カード、ＩＳＤＮ１５００カード及びＮＴＳ（アナログカード及びＳＬＩＣを除く。）が設置され

ていると考えられる 17。 

 

したがって、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいては、モデルにより算定された加入者

回線単価、ＯＣＵ単価（東西別に平均化したもの）、及びＮＴＳ単価（アナログカード及

びＳＬＩＣを除く。）（都道府県別に平均化したもの）に、ＩＳＤＮ接続回線数を乗ずること

により、補填対象とするＩＳＤＮ接続回線コストを算定することが適当である。（図３－４） 

 

 

                                         
16 ＯＣＵ：Office Channel Unit の略。収容局側のＩＳＤＮ回線の終端装置。 
17 実網においては、ＩＳＤＮ接続方式で緊急通報受理機関に提供する際の回線はすべてＩＮＳ６４

相当となり、ＩＮＳ１５００を用いた提供はない。 
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図３－４ 第９次ＩＰモデルにおける緊急通報ＩＳＤＮ接続方式 

 

 

＜光ＩＰ接続方式＞ 

緊急通報設備の方式として、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、光ＩＰ接続方

式は採用されていないが、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいては、専用線接続方式、ＩＳ

ＤＮ接続方式に加えて、光ＩＰ接続方式も採用されている。 

 

したがって、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、光ＩＰ接続方式を用いる実際の警察・消

防受付台収容局、警察・消防受付台収容局ごとの光ＩＰ接続回線数の実績値を入力

値として与えることが適当である。 

 

また、光ＩＰ電話に係る加入者回線コスト等については、メタル電話に係る加入者回

線コスト等の算定方法に準じた区分及び考え方等（ひかり電話の接続料（将来減価

方式）に含まれない設備範囲含む）により、次のとおり算定することが適当である 18。

（表３－６） 

 

 

表３－６ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける緊急通報光ＩＰ接続の費用項目 

 

 
 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいては、モデルにより算定された光ＩＰ電話に係る加入

                                         
18 第９次モデル中間報告書では、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの光回線におけるモデル化の考え方

が示されている。ユニバーサルサービスコスト算定に当たり、配線設備等のモデル化ロジックやモ

デル入力値については継続検討の余地があるが、その影響の程度を考慮すれば、同モデルの緊

急通報回線コスト（光ＩＰ接続方式）算定への適用は可能であると考えられる。 
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者回線コスト（都道府県別に平均化したもの）及びＯＬＴ19等コスト（都道府県別に平均

化したもの）に、光ＩＰ接続回線数を乗ずることにより、補填対象とする光ＩＰ接続回線コ

ストを算定することが適当である。（図３－５） 

 

 

 

 

図３－５ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける緊急通報光ＩＰ接続方式 

 

 

【主な意見】 

＜緊急通報コストの算定方法＞ 

○ 緊急通報台の光ＩＰ接続方式への実際の移行には、指令台の更改になり、受理機

関側の負担も多いため、具体的な時期までは見通せていない。ＩＰ化への具体的な

時期については、指令台の更改時期に合わせてということになるため、長い期間を

かけて移行していく。（ＮＴＴ東日本・西日本） 

○ ＩＰモデルにおける緊急通報の実現方式に関しては、本当にそれが利用可能な技

術を用いて実現可能になっているかという検証が十分ではない。（ＮＴＴ東日本・西

日本） 

○ 専用線方式について、回線収容装置に、専用線を収容するインターフェース等の

機能が具備されているのかどうかの検証が必要ではないか。（ＮＴＴ東日本・西日

本） 

○ ＦＰＴを設置しない局では、どのような形で受付台まで接続されるのかの技術的な

方式が明らかになっていないのではないかということを懸念。（ＮＴＴ東日本・西日本） 

○ 公衆網を経由せずに、ＦＰＴを設置しない局の回線収容局にも全て専用線を設置

するようなやり方も現実的には考えられるのではないか。（ＮＴＴ東日本・西日本） 

○ 現実として専用線方式が消防の方々を中心に占用されている状況であり、それをＩ

Ｐ－ＬＲＩＣモデルで現実的に実現可能で、かつ経済的に最も効率な方法等をさらに

検討することが必要。（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

                                         
19 ＯＬＴ：Optical Line Terminal の略。光回線終端装置。 
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３．３ 公衆電話のコスト算定方法 

現在、公衆電話については、第一種公衆電話に係る市内通信及び離島特例通信

に要するコストを補填対象としており、高コスト地域の特定を行わず、収入費用方式

により補填額を算定している。（表３－７及び図３－６） 

 

 

表３－７20 公衆電話のコスト算定における費用項目 

 

 
 

 

 

 

図３－６ 公衆電話の設備管理コスト及び補填額の算定方法 

 

 

ＩＰ網への移行前後で、実網の公衆電話に係る端末及びアクセス回線（公衆電話端

末からＧＣ局／収容局での収容まで）の設備構成に変更はない。他方、加入電話アク

セス回線と同様に、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルから公

衆電話アクセス回線の設備構成に変更が生じる。 

 

                                         
20 公衆電話端末は、アナログとデジタルで単価が異なり、ユニバーサルサービスコスト算定ではア

ナログ公衆電話端末の単価が用いられている。 
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また、ＩＰ網への移行前後で、市内通話及び離島特例通信に係る実網のコア網内

の疎通経路に変更が生じ、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでも、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデ

ルから市内通話及び離島特例通信に係るコア網内の疎通経路に変更が生じる。（図

３－７） 

 

 

 

 

図３－７ 第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ及び第９次ＩＰ－ＬＲＩＣのトラヒック区分例 

 

 

＜公衆電話端末コスト＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、公衆電話の端末コストについて、第一種

公衆電話の設置台数、端末１台当たり単価、端末１台当たり施設保全費等の入力値

から算定している。 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても、上記入力値から公衆電話端末コストを算定可

能であるため、当該コストについて上記入力値から算定することが適当である。 

 

＜加入者回線等コスト＞ 

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおいては、公衆電話の加入者回線等コストについて、

モデルにより算定されたメタル電話のアクセス回線コスト（加入者回線コスト、ＳＬＩＣ等

コスト及びＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）（東西別に平均化したもの）を用いるものとして

算定している。 

 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても、公衆電話の加入者回線等コストについて、モ

デルにより算定されたメタル電話のアクセス回線コスト（加入者回線コスト及びＳＬＩＣ

等コスト）（東西別に平均化したもの）を用いるものとして算定することが適当である。 

 

＜通信コスト＞ 

ＩＰ網への移行前後で公衆電話発の市内通話の疎通経路が異なること、また第８次
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ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルと第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで公衆電話発の市内通話に対応す

るコア網内の疎通経路が異なることを踏まえ、公衆電話発の市内通話の各形態（①

ＮＴＴ東日本・西日本網内での加入電話着の市内通話（市内リルーティング呼を除

く。）、②ＮＴＴ東日本・西日本網内でのひかり電話着の市内通話（市内リルーティング

呼を除く。）、③他事業者網内に着信する市内通話、④他事業者網内を経由してＮＴＴ

東日本・西日本網内に着信する市内通話、⑤加入電話着の市内リルーティング呼、

⑥ひかり電話着の市内リルーティング呼）について、次のとおり実網での呼の疎通ル

ートをモデルでの呼の疎通ルートに対応付け、公衆電話通信コストとして、モデルで

の呼の疎通ルートで経由する各設備の機能単金を合計したものを算定することが適

当である。 

 

① ＮＴＴ東日本・西日本網内での加入電話着の市内通話（市内リルーティング呼を

除く。） 

 

公衆電話発のＮＴＴ東日本・西日本網内での加入電話着の市内通話（市内リルー

ティング呼を除く。）について、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは収容局折返しを想定してい

ない。 

 

したがって、図３－８に示すように、ＩＰ網移行前後の疎通ルートを、「第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデル」及び「第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」にそれぞれ対応付けることが適当で

ある。 

 

 

 

 

図３－８ ＮＴＴ東日本・西日本網内での加入電話着の市内通話 

（市内リルーティング呼を除く。） 

 

 

② ＮＴＴ東日本・西日本網内でのひかり電話着の市内通話（市内リルーティング呼を

除く。） 
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公衆電話発のＮＴＴ東日本・西日本網内でのひかり電話着の市内通話（市内リルー

ティング呼を除く。）については、発信から着信に至る呼の疎通ルートを確認した上で、

その内の加入電話相当としての疎通部分を整理する必要がある。 

 

したがって、図３－９に示すように、ＩＰ網移行前後の疎通ルートを、「第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデル」及び「第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」にそれぞれ対応付けることが適当で

ある。なお、ひかり電話相当としての疎通部分にはひかり電話の機能単金（将来原価

方式）を適用することとする。 

 

 

 
 

図３－９ ＮＴＴ東日本・西日本網内でのひかり電話着の市内通話 

（市内リルーティング呼を除く。） 

 

 

③ 他事業者網内に着信する市内通話 

 

公衆電話発の他事業者網内に着信する市内通話（公衆電話から発信されて他事

業者網内に着信する接続呼であって、同一市内に着信するもの）について、第９次ＩＰ

ｰＬＲＩＣモデルでは相接局での接続のみを想定している。 

 

したがって、図３－１０に示すように、ＩＰ網移行前後の疎通ルートを、「第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデル」及び「第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」にそれぞれ対応付けることが適当で

ある。 
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図３－１０ 他事業者網内に着信する市内通話 

 

 

④ 他事業者網内を経由してＮＴＴ東日本・西日本網内に着信する市内通話 

 

公衆電話発の他事業者網内を経由してＮＴＴ東日本・西日本網内に着信する市内

通話（公衆電話から発信されて他事業者網内を経由しＮＴＴ東日本・西日本網内に着

信する接続呼であって、同一市内に着信するもの）について、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデ

ルでは相接局での接続のみを想定している。 

 

したがって、公衆電話発の他事業者網内を経由してＮＴＴ東日本・西日本網内に着

信する市内通話のうち、加入電話に着信する呼については、図３－１１に示すように、

ＩＰ網移行前後の疎通ルートを、「第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル」及び「第９次ＩＰ－ＬＲＩＣ

モデル」にそれぞれ対応付けることが適当である。 

 

なお、公衆電話発の他事業者網内を経由してＮＴＴ東日本・西日本網内に着信する

市内通話のうち、ひかり電話に着信する呼については、その内の加入電話としての

疎通部分（発信側のＮＴＴ東日本・西日本網内）を整理し、当該部分の疎通ルートを

「③他事業者網内に着信する市内通話」の場合と同様に対応付けることとする。なお、

ひかり電話相当としての疎通部分にはひかり電話の機能単金（将来原価方式）を適

用することとする。 
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図３－１１ 他事業者網内を経由してＮＴＴ東日本・西日本網内に着信する市内通話 

 

 

⑤ 加入電話着の市内リルーティング呼 

 

公衆電話発の加入電話着の市内リルーティング呼（「０１２０」呼等のサービス提供

事業者が料金設定を行う呼のうち、着信先の情報を信号網経由でサービス提供事業

者に確認し、その結果、ＮＴＴ東日本・西日本網内の同一市内の加入電話に通常の市

内通話の疎通経路で着信するもの）について、ＩＰ網移行後は当該接続形態が廃止さ

れる。 

 

したがって、図３－１２に示すように、ＩＰ網移行前後の疎通ルートを、「第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデル」及び「第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」にそれぞれ対応付けることが適当で

ある。 
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図３－１２ 加入電話着の市内リルーティング呼 

 

 

⑥ ひかり電話着の市内リルーティング呼 

 

公衆電話発のひかり電話着の市内リルーティング呼（「０１２０」呼等のサービス提

供事業者が料金設定を行う呼のうち、着信先の情報を信号網経由でサービス提供事

業者に確認し、その結果、ＮＴＴ東日本・西日本網内の同一市内のひかり電話に通常

の市内通話の疎通経路で着信するもの）について、ＩＰ網移行後は当該接続形態が廃

止される。 

 

また、公衆電話発のひかり電話着の市内リルーティング呼については、発信から

着信に至る呼の疎通ルートを確認した上で、その内の加入電話相当としての疎通部

分を整理する。 

 

したがって、図３－１３に示すように、ＩＰ網移行前後の疎通ルートを、「第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデル」及び「第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」にそれぞれ対応付けることが適当で

ある。なお、ひかり電話相当としての疎通部分にはひかり電話の機能単金（将来原価

方式）を適用することとする。 
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図３－１３ ひかり電話着の市内リルーティング呼 
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第４章 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのアクセス網に係る設備配置ロ

ジック 

４．１ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの出力における問題点 

今般の検討に合わせて第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの実装を進める中で、同モデルの

アクセス網に係る設備配置ロジックが十分に効率的な設備配置を行えるものとなって

おらず、その結果、同モデルの出力において、ＦＲＴが十分に効率的な台数とは考え

られないほど多数（光ＩＰ補正後で約８．２万台）配置されてしまうことが判明した 21。 

 

本事象は、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、モデルの設備構成のため、小規模な収

容局の配下で「コスト判定ＦＲＴ22」が配置されやすくなっていること、その上で、「コスト

判定ＦＲＴ」の配置有無の判断が、収容局から離れたき線点毎に、局所的な設備配置

を効率化するように行われ、面全体でのＦＲＴの最適配置を導出できないことに起因

すると考えられる。 

 

なお、本事象は、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのアクセス網に係る設備配置ロジックに

起因するものであり、同モデルを用いた接続料の算定には影響を与えないと考えら

れる。また、第２次以降のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、モデルの設備構成のため、小

規模な収容局の配下で「コスト判定ＦＲＴ」の配置が大幅に抑制されることから、同様

の事象が生じることはないと考えられる。 

 

４．２ 問題点に対する検討状況 

［中長期的な対応］ 

ＬＲＩＣモデルは、「通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した

効率的なものとなるように新たに」設備を構成するものであることから、第９次ＩＰ－ＬＲ

ＩＣモデルのアクセス網に係る設備配置ロジックを、十分に効率的な設備配置を行え

るものに見直すことが必要。 

 

［短期的な対応］ 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのロジック見直しには時間を要することから、令和４年４月

                                         
21 第８次ＰＳＴＮ-ＬＲＩＣモデル出力のＦＲＴ配置台数（光ＩＰ補正後）は、約３．３万台。 
22 技術的制約の範囲で設備構成に複数の選択肢が存在する場合、保守コスト等も含めた年経費

で各設備構成のコスト比較を行い、最も低廉な設備構成として配置されるＦＲＴ。 
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から令和６年１２月までの当座の補填額算定に向けた原価算定については、同モデ

ルをモデル外で補正し、その出力を十分に効率的な設備配置に近付けた上でモデル

を適用することが考えられる。 

 

下記のモデル外での補正方法をとる場合、モデル出力のＦＲＴ配置台数（光ＩＰ補正

後）は、約８．２万台から約４．９万台に減少する。 

 

【第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのモデル外での補正方法】 

モデル出力のＦＲＴ配置台数を、ＮＴＴ東日本・西日本の実網でのＦＲＴ配置台数を

参照してモデル外で設定した台数と概ね一致するように補正することが適当である。 

 

具体的には、ＬＲＩＣモデル走行時のみモデル入力値としてのＦＲＴ単価を変動させ

ることにより、モデル出力のＦＲＴ配置台数を制御する。この方法により、補正後のモ

デル出力におけるＦＲＴとその他設備の設備容量の整合性を担保できる。 

 

【第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる補填額の試算結果】 

モデル外で補正し、ＦＲＴ配置台数を約４．９万台とした第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによ

り補填額（R３年度補填額認可ベース）を試算した結果は、加入電話基本料部分：３，

９４０百万円、公衆電話：３，８５５百万円、緊急通報：１０百万円となる。 

 

 

【主な意見】 

＜アクセス網に係る設備配置ロジック＞ 

○ モデルのバグを取り除くのはかなり時間がかかるため、事務局提案のモデル外で

の補正を行い、補填額を算定するのが現実的。（有識者） 

○ ＦＲＴ台数が３.３万台から８.２万台に約２.５倍に増加したのは、バグが見つかったと

いうことで間違いないため、何らかの形で８次モデルまでに近いような値のあるべ

き姿を求めるべき。（有識者） 

○ 後ろ向きに遡ってということを考えずに、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで約２.５倍になっ

てしまったＦＲＴ台数をどのように補正するかを前向きに考えることが必要。（有識

者） 

○ 最適なＦＲＴ台数を判断するのは難しいため、感度分析を行いどれくらい改善され

る見込みがあるのか示す必要がある。（有識者） 

○ 暫定的に実網の設置台数を参照し入力値として扱うというモデル外補正について

は、時間が限られている中で、ベストではないが最善に近い方法である。（有識者） 

○ 長期的には、最適解に近づくように、アクセス網に係る設備配置ロジックについて

時間をかけて議論する必要がある。（有識者） 
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○ 今回の、ＦＲＴの値段を仮に設定してＦＲＴ台数を調整するというのは、いずれにし

ても本当の最適にはなりそうにないということを考えると、これ以上追求しても結局

本当の最適にはならないことを踏まえれば、今回については事務局案でいいので

はないか。（有識者） 

○ 次期モデルに向けてしっかりとバグは修正し、効率的なモデルの値が出てくるとい

うことを希望する。（有識者） 

○ ＦＲＴの設置ロジック自体は、過去に第１次モデル、第２次モデルの頃に議論され

て、当時はこれで正しいものとして採用された。（三菱総合研究所） 

○ ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの処理があったがゆえに、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル

ではＦＲＴの設置ロジックの欠陥が顕在化しなかった、ということが実態に近い。（三

菱総合研究所） 

○ ＦＲＴの設置ロジックについて、全体最適の判断をせず、外側のノードから一つ一

つ判定をしていくという、局所最適の判断しかしていないという問題を認識。ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデルを使っている限りにおいては問題ではなかったのが、第９次ＩＰ－ＬＲ

ＩＣモデルになった瞬間に露呈してしまったのが実態。（三菱総合研究所） 

○ 少なくともモデル外補正前のものを採用するよりは補正後のほうを採用したほうが

よい。（ＫＤＤＩ）
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参考資料２ 

 

長期増分費用モデル研究会 構成員名簿 

 

 

（令和４年４月１日現在 敬称略・五十音順） 

座長 齊藤 忠夫 東京大学 名誉教授 

座長代理 酒井 善則 東京工業大学 名誉教授 

 相田  仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

 北口 善明 東京工業大学 学術国際情報センター 准教授 

 佐藤 治正 甲南大学 名誉教授 

 関口 博正 神奈川大学 経営学部 教授 

 高橋  賢 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授 

 辻  正次 神戸国際大学 学長 

 森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科 教授 
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参考資料３ 

長期増分費用モデル研究会 

モデル検討ワーキンググループ 構成員名簿 

 
【長期増分費用モデル研究会構成員】 

（令和４年４月１日現在 敬称略・五十音順） 

氏 名 役 職 

主査 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

主査代理 佐藤 治正 甲南大学 名誉教授 

 北口 善明 東京工業大学 学術国際情報センター 准教授 

 関口 博正 神奈川大学 経営学部 教授 

 高橋 賢 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授 

 森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

【関係事業者】 

（令和４年４月１日現在 会社名に基づく五十音順） 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク株式会社 

西日本電信電話株式会社 

東日本電信電話株式会社 

【オブザーバー】 

（令和４年４月１日現在） 

株式会社三菱総合研究所 
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参考資料４ 

 

長期増分費用モデル研究会 開催状況 

 

 

開催日時 主な検討内容 

第７３回 

令和４年３月１０日 

○ 第９次モデルを用いたユニバーサルサービス 

コスト算定方法について 

第７４回 

令和４年６月２４日 

（持ち回り開催） 

○ 第９次モデルを用いたユニバーサルサービス 

コスト算定方法について 

・モデル検討ワーキンググループにおける検討状況

の報告 

第７５回 

令和４年８月１０日 

（持ち回り開催） 

○ ユニバーサルサービス制度に基づく補填対象額 

算定に用いる入力値の見直しについて 

第７６回 

令和４年８月２３日 

○ 長期増分費用モデル研究会最終報告書（案）につ

いて 

第７７回 

令和４年●月●日 
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参考資料５ 

 

長期増分費用モデル研究会 

モデル検討ワーキンググループ 開催状況 

 

開催日時 主な検討内容 

第１回 

令和４年５月１７日 

○ 関係事業者ヒアリング 

○ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサル 

サービスコスト算定方法についての論点整理 

○ 今後の検討の進め方について 

第２回 

令和４年６月６日 

○ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのアクセス網に係る設備

配置ロジックについて 

第３回 

令和４年６月１５日 

○ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル設備配置ロジックの 

モデル外補正について 

○ 今後のスケジュールについて 

第４回 

令和４年８月２３日 

○ 長期増分費用モデル研究会 モデル検討ワーキ

ンググループ報告書（案）について 
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参考資料６ 
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